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                      議員提出議案第１号 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う支援策に関する決議について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症に伴う支援策に関して、別紙のとおり決議す

る。 

 

 

令和３年３月１９日提出 

 

 

                                  伊那市議会議員  白 鳥 敏 明 

 

〃        野 口 輝 雄 

 

〃        柳 川 広 美 

 

                                        〃        宮 島 良 夫 

 

                                        〃        飯 島 尚 幸 

 

                    〃    唐 澤 千 明 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

  口頭にて説明 
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新型コロナウイルス感染症に伴う支援策に関する決議  

 

新型コロナウイルス感染症については、依然として医療提供体制は緊張状態が

続く中、感染状況は次第に改善されてきておりますが、新たな変異株の感染拡大

が懸念されている状況です。 

また、新型コロナウイルスワクチンについては２月１７日から接種が始まり、

伊那市においても現在接種に向けての体制整備が進められているところです。  

伊那市では、昨秋に消費を喚起するために過去最大規模の予算を投じプレミア

ム商品券を発行するなど、これまで地域経済や市民生活の支援として様々な業種

及び年代に対し 11 弾もの新型コロナウイルス感染症に関する施策を展開してきま

した。 

しかしながら、年末年始を挟んだ第３波により地域経済は更に深刻な状況とな

り、市民生活へも多大な影響を及ぼしているため、支援を求める声や現状に鑑み、

引き続きの対策を講じる必要があります。 

以上のことから新型コロナウイルス感染症に伴う経済支援策及び生活支援策と

して下記の事項を伊那市長に求めます。 

 

記 

１ 厳しい経営状況に陥っている市内の各業種に対して引き続きの支援及び各業

種の実情に応じた適切な支援策を講じること。 

２ 市民生活の実情を把握するとともに実情に応じた適切な支援策を講じること。 

 

以上、決議します。 

 

令和３年３月１９日 

 

伊 那 市 議 会 
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                      議員提出議案第２号 

 

日本政府に核兵器禁止条約への参加・調印・批准を 

求める意見書の提出について 

 

  

地方自治法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、外務大臣、防衛大臣及び関係機関に対し、日本政府に核兵器禁止条約

への参加・調印・批准を求める意見書を、別紙のとおり提出する。 

 

 

令和３年３月１９日提出 

 

 

                                  伊那市議会議員  白 鳥 敏 明 

 

〃        柴 満 喜 夫 

 

〃        柳 川 広 美 

                                         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

  口頭にて説明 
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日本政府に核兵器禁止条約への参加・調印・批准を求める意見書  

 

国際法史上初めて核兵器を違法なものとした「核兵器禁止条約（以下「条約」

という。）」が、２０２１年１月２２日発効されました。  

この条約では、核兵器は破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連

憲章や国際法等に反するものとし、開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵、

使用、使用の威嚇に至るまで、核兵器に関わるあらゆる活動をいかなる場合も禁

止しています。  

また、核保有国の加盟について規定し、被爆者や核実験被害者への援助につい

ても明記されました。  

２０１７年から条約への署名が開始されて以降、国際政治でも各国でも、前向

きな変化が生まれてきています。  

以上のことから、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界を実現するため、

核兵器禁止条約に早急に参加・調印・批准されますよう強く要請いたします。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出いたします。 

 

令和３年３月１９日 

 

伊 那 市 議 会 
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